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納

税

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

町
税
な
ど
の
徴
収
強
化
を
進
め
ま
す

町
で
は
、
町
税
を
納
期
限
が
過
ぎ

て
も
未
納
の
人
に
は
督
促
状
や
催
告

書
を
送
り
、
納
税
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
納
め
て
い
な
い
人
を

対
象
に
11
月
か
ら
12
月
の
２
ヵ
月

間
、
役
場
管
理
職
と
担
当
職
員
に
よ

る
町
税
滞
納
整
理
特
別
整
理
班
を
編

成
し
、
町
税
の
滞
納
整
理
と
徴
収
を

実
施
し
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

災
害
や
盗
難
、
本
人
や
家
族
の
病

気
、
事
業
の
廃
止
や
休
止
な
ど
の
事

情
に
よ
り
町
税
の
納
付
が
困
難
な
人

は
、税
務
室
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納
税
は
自
主
納
付
が
原
則
で
す
の

で
、
納
付
書
の
裏
面
に
記
載
し
て
あ

り
ま
す
金
融
機
関
な
ど
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
納
税
の
時
間
が
取
れ
な
い

人
は
、
し
の
の
め
信
用
金
庫
総
社
吉

岡
支
店
（
フ
ォ
リ
オ
吉
岡
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
）
で
平
日
お
よ
び

土
・
日
曜
、
祝
日
も
午
後
５
時
ま
で

納
税
で
き
ま
す
の
で
、
送
付
し
て
あ

る
納
入
通
知
書
を
持
参
し
て
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

な
お
、
徴
収
強
化
策
と
し
て
、
訪

問
徴
収
や
文
書
催
告
な
ど
を
行
っ
て

も
、
納
税
に
誠
意
が
見
ら
れ
な
い
滞

納
者
の
人
に
は
次
の
よ
う
な
処
置
で

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

①
預
貯
金
・
不
動
産
・
売
掛
金
な
ど

の
差
し
押
さ
え
の
執
行

※
平
成
20
年
に
つ
い
て
は
９
月
末
現

在②
地
方
税
法
第
48
条
の
規
定
に
基
づ

く
徴
収
業
務
の
引
継
ぎ

（
町
に
代
わ
っ
て
県
税
事
務
所
が
個

温

泉

よ
し
お
か
温
泉
「
リ
バ
ー
ト
ピ
ア
吉
岡
」

町
民
特
別
無
料
招
待
券
プ
レ
ゼ
ン
ト

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
福
祉

の
増
進
な
ら
び
に
地
域
の
振
興
お
よ

び
交
流
を
図
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

よ
し
お
か
温
泉
「
リ
バ
ー
ト
ピ
ア
吉

岡
」
の
町
民
特
別
無
料
招
待
券
を
進

呈
し
ま
す
。

町
民
特
別
無
料
招
待
券
は
、
こ
の

広
報
紙
に
挟
み
込
ん
で
配
ら
れ
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
財
政
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
３
１)

有
効
期
限
　
平
成
21
年
１
月
31
日

人
県
民
税
の
徴
収
お
よ
び
滞
納
処
分

を
実
施
で
き
る
）

平
成
19
年
度
は
14
人
を
県
税
事
務

所
へ
引
継
い
で
い
ま
す
。

③
公
売
の
実
施
（
差
し
押
さ
え
財
産

を
公
売
し
、
そ
の
代
金
を
町
税
の
未

納
部
分
に
充
て
る
）

平
成
20
年
度
は
10
月
30
日
（
木
）

に
中
部
県
民
局
管
内
で
不
動
産
合
同

公
売
を
実
施
し
ま
し
た
。

滞
納
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
納
税
の

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
納
税
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
３
５
）



異

動

教
育
委
員
の
異
動

教
育
委
員
長
に
瀬
下
忠
夫
さ
ん

教
育
委
員
長
の
原
沢
和
博
さ
ん
と

教
育
長
の
佐
藤
武
男
さ
ん
が
９
月
30

日
に
任
期
満
了
と
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
伴
い
９
月
の
定
例
議
会
で
、
飯

塚
雅
男
さ
ん
（
新
任
）
と
佐
藤
武
男

さ
ん
（
再
任
）
を
選
任
す
る
同
意
を

得
て
、
10
月
１
日
付
で
町
長
が
任
命

し
ま
し
た
。

ま
た
、
同
日
に
開
催
さ
れ
た
臨
時

教
育
委
員
会
に
お
い
て
、
教
育
委
員

長
に
瀬
下
忠
夫
さ
ん
、
教
育
長
に
佐

藤
武
男
さ
ん
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

新
し
い
教
育
委
員
会
の
体
制
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▽
委
員
長

瀬
下
忠
夫

▽
職
務
代
行
者

北
村
勝
彦

▽
教
育
委
員

吉
澤
早
百
合
　

▽
教
育
委
員

飯
塚
雅
男

▽
教
育
長(

再
任)

佐
藤
武
男

▼
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
５
９
３)
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恩

給

恩
給
欠
格
者
・
戦
後
強
制
抑
留
者
・
引
揚
者
の
皆
さ
ま
へ

特
別
慰
労
品
贈
呈

平
成
21
年
３
月
31
日
で
「
特
別
慰

労
品
」贈
呈
の
受
付
が
終
了
し
ま
す
。

恩
給
欠
格
者
、戦
後
強
制
抑
留
者
、

引
揚
者
の
「
ご
本
人
」
に
、『
特
別

慰
労
品
』
を
贈
呈
し
て
い
ま
す(

遺

族
の
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん)

。

「
引
揚
者
」
は
、
終
戦
の
日
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
外
地
で
生
活
し
て

い
て
戦
後
に
引
揚
げ
て
き
た
家
族
全

員
が
対
象
で
す
。

請
求
書
類
は
、
役
場
町
民
生
活
課

の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
未
請
求
の
人

は
早
急
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
要
件
な
ど
の
質
問
は
、
次
の

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別

基
金
ま
で
。

▼
問
合
せ
先

独
立
行
政
法
人
平
和

祈
念
事
業
特
別
基
金

０
１
２
０
・
２
３
４
・
９
３
３

▼
受
付
時
間
（
土
・
日
曜
、
祝
日
を

除
く
）

午
前
９
時
15
分
〜
午
後
５
時
15
分

▲佐藤武男教育長 ▲飯塚雅男教育委員

▲瀬下忠夫教育委員長


